
 加治木署管内労働災害発生状況  

令和４年 1１月末日 速報値（新型コロナ感染症を除く） 

   年 

業種 

死傷者数 

休業 4 日以上 

対前年増

減(死傷) 
死亡者数 

対前年増

減(死亡) 

全産業 231 +1 ２ 0 

製造業 47 +2 0 -1 

建設業 29 -3 ２ +２ 

陸上貨物

運送事業 
28 +9 0 0 

第三次 103 -12 0 0 

その他 24 +5 0 -1 

 

 

      

 

 

      

記事についてのお問合せは 
   
加治木労働基準監督署  

担当 秋山   

姶良市加治木町新富町９８－６ 

（加治木工業高校隣） 

TEL 0995-63-2035  

Ⅲ  労働相談事例など  

質問）私は、２つの会社の従業員を掛け持ちしていまして、午前中勤務した A社から、

午後勤務予定の B社へ向けて自家用車で移動中に車を電柱にぶつけて、けがをしまし

た。朝や夕方の移動ではないのですが、通勤災害になるのでしょうか。 

回答）移動に際し、いわゆる兼業・副業による会社間の移動でも、通勤の途中と判断

でき、その移動が合理的な経路及び方法による移動であるといえれば、通勤災害と判

断されることとなります。事故の際は、是非、ご相談ください。 

Ⅱ 「就活ハラスメントの防止」について 

就職活動中やインターンシップ中のハラスメントが、近年、問題となっております。 

ハラスメントにあわないため、知っておきたいこととして、① 採用担当者との食事

や飲酒、密室での面談、個人携帯メール等のやり取りを避けること。②OB 等への訪

問も含めて、これはハラスメントではないかと思われる場合には、早めの相談をお願

いします。 相談窓口：鹿児島労働局雇用環境・均等室 099－223－8239 

 

  （文書内敬称等略）        令和４年 1２月 

Ⅰ 仕事（特にアルバイト）のトラブル防止について 

学生を含むアルバイト等で、以下のような事で困っていませんか？ 

①お店が忙しくて休憩がありません。休憩なしなのに、休憩時間分賃金がカット？ 

②一方的にシフトを変更させられてしまう。 

③開店の準備作業や片付けの作業時間分の賃金が貰えません。 

④代わりのバイトを探して来ないと辞められない。 

など。まずは、ご相談ください。（なお、相談回答には時間を要す場合があります） 

鹿児島県最低賃金は、 

令和 4年 10月 6日より 

 時間額 853円 


